
宿泊体験学習延期決定までの流れ 

 

日時 動 き 校長判断等 

9/14(土) 

 

19:55 観音山からメール発信【重要なお知らせ】【利用団体様】熊の目撃情報

による入所中の活動内容の変更について 

9/16(月) 敬老の日のため、メールの確認なし 

9/17(火) メール受信 ５年担任に渡す 教頭、教務、５年担任らで協議 

9/18(水) 

 

 

 

 

8:10 教頭より校長へ報告 

8:40 校長会（会場校：浅羽南小）出張 

11:40～12:00 校長どうしの協議 

観音山少年自然の家所長と担当者に電

話確認し、情報収集。 

・現状の確認 

・10 月に利用予定の学校の動向 

・時期を変更する場合の候補日 

12:40 笠原小での協議（校長、教頭、教

務主任、５年担任、生徒指導主任、特支

級担任）熊の活動に警戒しながら、予定

通りの実施の可能性を検討した。５年担

任は、10 月に行かせてあげたいという思

いが強かった。  

12:50  浅羽南小校長から電話連絡 

「浅羽南小は２月実施を希望」 

12:58 笠原小職員の判断 

  子どもたちの安全を第一に考え、２月

に延期する。笠原小単独でなく、予定通

り浅羽南小との合同実施を希望。  

13:00 笠原小から浅羽南小へ電話連絡 

13:10 ２月の実施日確保。 

15:30  給食センターに連絡し、10 月

1,2,3 日の５年生分の給食実施が可能か

を確認。(事務職員) 

合同開催する浅羽南小との連携・

協議が必要。 

自校にもどって職員の意見を聞

き、本日中に判断することを決定。 

 台風被害による沢登りの制限に

加え、クマ出没による活動の中止や

制限がある中での選択。 

Ａ 活動を制限して予定通り実施 

Ｂ １泊２日にして１０月に実施 

Ｃ ２月に延期 

※ 校長としての意見を先に示さず

に職員の意見を聞く。そのうえ

で決定する。 

 

浅羽南小の意向を本校職員に伝

え、折り返し電話連絡する。 

 

 笠原小単独実施でもよいので、本

校としての判断をするように指示。 

 

２月実施で合同開催を維持。保護

者宛ての文書は笠原小で作成。実施

日確保が最優先。先着順なのですぐ

に対応を開始。 

キャンセル、施設利用の再申請、

バス、給食の対応を校長が教頭に指

示。保護者宛て文書作成を教務主任

に指示。５年のＰＴＡ役員には先に

知らせておくように担任に指示。 

9/19(木) 11:50 ５年担任が教室で観音山が延期

になった決定を伝えた。 

※ 保護者には文書で通知予定 

 

  


